


＊一人親方→個人事業主、個人事業主→一人親方になった方

一人親方労災⇔事業所労災関係手続き書類の写し等

＊一人親方または個人事業主→個人事業所の従業員になった方

雇用証明書等（事業主様に証明していただいてください）

＊一人親方または個人事業主→その事業に従事する同一世帯者

①組合員の廃業届 ②同一世帯者（配偶者や親・子など）の確定申告書第1.2表等

＊個人事業所の従業員→一人親方

確定申告書の写し、または税務署に提出済みの個人事業開業届の写し、

一人親方労災の加入証明書または加入手続き関係書類写し等

税務署への届、郵送物の宛名コピー等

変更後の業種を証明できる書類（確定申告書、請求書、見積書、資格証等）

　②　組合員の身分証明書（運転免許証等顔写真付きの証明書）　※窓口の場合は提示
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　２．事業所の名称・住所　の場合

　３．業種変更　の場合

【連絡事項】申込用紙と一緒に該当する書類を提出してください

変更届（事業所、業種等の変更）

■添付書類　事実が確認できる書類　下記に当てはまらない場合はご相談ください

　①　１．事業所・状況　の場合




